
奈
良
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
委
任
と
臨
時
代
理
に
関
す
る
規
則
及
び
奈
良
県

教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
教
育
委
員
会
委
員
長

濵

上

和

康

奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

奈
良
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
委
任
と
臨
時
代
理
に
関
す
る
規
則
及
び
奈

良
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
奈
良
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
委
任
と
臨
時
代
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改

正
）

奈
良
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
委
任
と
臨
時
代
理
に
関
す
る
規
則
（
昭

第
一
条

和
二
十
八
年
八
月
奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九

号
の
二
を
第
十
号
と
す
る
。

（
奈
良
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

奈
良
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
奈

第
二
条

良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
理
事
及
び
教
育
次
長
の
職
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
教
育
次
長

」
を
「
理
事
及
び
教
育
次
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
教
育
次
長
（
業
務
担
当
）
」
を
「
理
事

」
に
改
め
、
「
総
務
福
利
課
、
生
涯
学
習
課
、
教
職
員
課
、
保
健
体
育
課
、
全
国
高
校
総
体
開
催
推

進
室
、
文
化
財
保
存
課
及
び
文
化
財
保
存
事
務
所
」
を
「
学
校
教
育
課
、
県
立
学
校
企
画
調
整
室
、

人
権
・
社
会
教
育
課
及
び
教
育
研
究
所
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
（
学
務
担
当
）
」
を
削
り
、

「
教
育
企
画
課
、
学
校
教
育
課
、
県
立
学
校
企
画
調
整
室
、
人
権
教
育
課
及
び
教
育
研
究
所
」
を
「

総
務
室
、
福
利
課
、
学
校
支
援
課
、
教
職
員
課
、
保
健
体
育
課
、
全
国
高
校
総
体
開
催
推
進
室
、
文

化
財
保
存
課
及
び
文
化
財
保
存
事
務
所
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
教
育
次
長
」
を
「
理
事
又
は

教
育
次
長
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
県
立
図
書
情
報
館
等
」
を
「
県
立
教
育
研
究
所
等
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
奈
良
県
立
図
書
情
報
館
管
理
運
営
規
則
の
廃
止
）



２

奈
良
県
立
図
書
情
報
館
管
理
運
営
規
則
（
平
成
十
七
年
三
月
奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
八
号

）
は
、
廃
止
す
る
。

（
奈
良
県
立
図
書
情
報
館
公
文
書
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
の
廃
止
）

３

奈
良
県
立
図
書
情
報
館
公
文
書
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
三
月
奈
良
県
教
育
委

員
会
規
則
第
十
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
奈
良
県
立
青
少
年
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
規
則
の
廃
止
）

４

奈
良
県
立
青
少
年
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
七
月
奈
良
県
教
育
委
員

会
規
則
第
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
奈
良
県
立
橿
原
公
苑
管
理
運
営
規
則
の
廃
止
）

５

奈
良
県
立
橿
原
公
苑
管
理
運
営
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
九
月
奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）

は
、
廃
止
す
る
。

（
奈
良
県
営
プ
ー
ル
管
理
運
営
規
則
の
廃
止
）

６

奈
良
県
営
プ
ー
ル
管
理
運
営
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
六
月
奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
は
、

廃
止
す
る
。
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